
 

令和７年度 高知県立山田特別支援学校高等部生徒募集要項 

 

 

１ 出願資格 

  知的障害のある者で、次の事項に該当するものとする。 

（１）令和７年３月に特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業する見込みの者 

（２）特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業した者 

（３）特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者 

 

２ 障害の判定 

  選考検査以降、高知県障害者教育支援委員会を開催し、障害の程度が学校教育法施行令第２２条

の３に該当するか否かの判定を行う。 

 

３ 入学区域 

  室戸市、安芸市、香南市、香美市、南国市、高知市及び安芸郡、長岡郡、土佐郡内の各町村 

 

４ 募集定員    高等部普通科第１学年 ２４名程度 

 

５ 出願手続 

（１）出願期間   

令和７年１月１７日（金）から１月２７日（月）１７：００まで（必着） 

 

（２）出願方法   

志願者は、必要書類を本校から受け取り、必要事項を記入のうえ、出願期間内に本校に提出す 

ること。 

なお、中学校、義務教育学校又は高等学校に在学中の者については、当該学校長を経由して提

出すること。また、中学校長、義務教育学校長は、在学中の志願者の出願書類を取りまとめ、一

括して提出すること。 

   本校の入学区域の者が、高知みかづき分校を第１志望とする場合、本校を第２志望、第３志望

として、又は高知しんほんまち分校を第１志望とする場合は、第２志望として出願することがで

きる。その場合も入学願書等を本校へ提出すること。 

※必要書類を郵送する場合は、返信用封筒を同封のうえ、出願期間内必着で郵送すること。 

 

（３）必要書類 

第１志望校として出願する

場合 

入学願書、受検票 

①学習の状況に関する調査書、②日常生活の状況に関する調査書 

※在学（出身）中学校の担任が記入する。 

①②の様式は本校ホームページからダウンロードできる。 

第２志望校、第３志望校と

して出願する場合 
入学願書、受検票 

※第２志望校、第３志望校として本校を出願した者は、改めて本校の選考検査を受検する必要 

はないものとする。 



 

（４）県外からの出願 

   県外から本校を志願する者は、あらかじめ高知県教育委員会の承認を得て、出願しなければな

らない。 

 

６ 選考検査 

（１）選考検査日時   令和７年２月７日（金） ９時30分～12時00分（受付９時～９時20分） 

 

（２）選考検査場所   高知県立山田特別支援学校（本校） 

 

（３）選考検査内容等  ア 志願者の筆記検査、運動能力検査及び面接を行う。 

イ 保護者面接を行う。 

 

（４）持ち物      受検票、筆記用具、上履き、体育館シューズ、体操服 

 

（５）追検査      検査当日、インフルエンザ等やむを得ない理由で欠席した場合、追検査を

もって、検査に代えることができる。 

追検査を希望する者は、令和７年２月７日（金）９時30分までに、中学校 

長等を経由して本校校長に申し出、承認を得るものとする。 

なお、追検査実施日は、令和７年２月１２日（水）とする。 

 

７ 合格者の発表 

  令和７年３月３日（月）午前９時に、本校において受検番号で合格者の発表を行うとともに、関

係中学校長等あてに通知をする。 

 

８ 出願期間外の取扱い 

  特別な理由がある場合に限り、令和７年３月３日（月）から３月１７日（月）までに出願するこ

とができる。 

志願者は、必要書類を本校から受け取り、必要事項を記入のうえ、出願期間内に本校に提出する

こと。 

 

９ 感染症対策 

 ・受付にある本校備え付けの消毒用アルコールで、手指消毒をすること。 

 ・入学選考検査前に、発熱、咳等の体調不良がある場合は、事前に連絡をすること。 

 

10 その他 

・高知県障害者教育支援委員会に資料を提出するために、志願者は出願期間前に本校の教育相談を

受けるものとする。 

【出願先・問い合せ先】 

高知県立山田特別支援学校 

担当：山中(高等部主事)  山本(教務) 

川村(教育相談) 

住所：〒782-0016  

香美市土佐山田町山田1361番地 

電話：０８８７（５２）２１９５ 


